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商標法の基本的なルールにおいては、「一般的な（generic）」名称、すなわち単に問題となってい
る商品そのものの種類を示す名称については、商標保護を受けることができない。例えば、
「apple」という名称は、林檎の販売に使用される場合は一般名称であるため、林檎生産者はAPPLE
という商標を取得できない。一方、名称が商品そのものを示すものではないため、コンピューター
製造業者はAPPLEという名称で商標権を取得できる。

その名称が外国語で一般名称である場合はどうか。例えば、日本の林檎生産者が米国でRINGOとい
う名称の商標登録を申請できるか。結論としては、「外国の同義語の法理」の下ではこれも認めら
れない。この法理は、外国語が一般名称であるかどうかを判断する際に英語に翻訳することを裁判
所に対して要請するものであり、また、混同の可能性を判断する際にも、外国語の単語が英語の商
標と意味や含意において類似しているかどうかを判断すべきもの、とするものである。例えば、あ
る日本企業が関与した訴訟において、ニューヨークの連邦裁判所は、日本酒の酒造メーカーが
「OTOKOYAMA」という名称に係る米国商標権の主張を却下し、この名称は複数の酒造メーカーに
よって製造されている日本酒の種類を指していると結論付けた。Otokoyama Co. v. Wine of Japan
Import, Inc., 7 F. App’x 112 (2d Cir. 2001)を参照。

しかし、全ての裁判所がこの法理を当然に適用するわけではない。米国特許商標庁（PTO）の判決
を審査する連邦巡回区控訴裁判所は、「米国の購入者が外国商標を翻訳する可能性が低い場合」に
は、この法理を適用していない。Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin, 396 F.3d
1369, 1377 (Fed. Cir. 2005)を参照。

連邦最高裁判所は、近いうちにこの法理の適用可否を明確にする可能性がある。今年、連邦巡回区
控訴裁判所は、「vêtements」は「衣服」を意味するフランス語の一般名称であるという理由のも
と、著名な衣料品ブランドの名称である「VETEMENTS」の商標登録についてのPTOの却下を維持し
た。In re Vetements Grp. AG, 137 F.4th 1317 (Fed. Cir. 2025)を参照。Vetementsは、連邦巡回区
控訴裁判所が適用した外国の同義語の法理は、米国の消費者による実生活での認識を十分に考慮し
ていない、と主張し、連邦最高裁判所に対して上告した。連邦最高裁判所がこの訴えを受理した場
合、その結果得られる判決は、自国語の名称に対する米国商標権に基づく保護を求めまたは行使し
ようとしている外国のブランドオーナーにとって意義深いものになるといえる。
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